
中小企業における人材育成の問題を軽減し、基盤技術や

級～課長級）育成の取組を支援します！

《問合せ先》鳥取県商工労働部雇用人材総室

〒680-8570鳥取市東町一丁目220 ☎0857-

対象企業 県内中小企業のうち平成 21 年度以降

した企業⇒参加申込書に第１ステップで作成
（第３ステップの補助申請を既に行っている場合

研修内容 マネジメント能力及びマーケティング能

格政策等）の向上

研修期間 ８月頃に５日間程度の予定（東部、西部

定 員 ３０人（先着順。東部、西部で各１５人

第２ステップの研修修了者が新商品開発、販路開拓

部を補助。（※ 第２ステップの研修より前に専門的研修を受け
門的研修を受講した中堅リーダーは第２ステップの研修を修了する

対象企業 第２ステップの研修修了者のいる企業

対象経費

受講料、教材費（テキスト代等）、出張旅

修の場合は講師の謝金、旅費等）のうち企
実施する研修の場合は、第２ステップの研修修了者

が必要です。）

ただし、次の経費は対象外。

① 対象経費のうち国助成金の措置部分。

② 県主催(他者への委託、補助を含む。)の

補助率等
１／２（上限２００千円／社・年）
※ 国のキャリア形成促進助成金を併用すれば企

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ及びﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ研修へ
※ 募集案内等詳細は４月頃に決定予定

次のいずれかの方法によって「人材育成計画」を作

成された人材育成計画があればその計画書を使用で

① 商工団体による経営診断⇒鳥取県職業能力開発協会

② 燦然プラン人財ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰによる経営診断＋人材育成計

③ 自社による経営課題の明確化⇒鳥取県職業能力開発

専門的研修への参加費補助

《必須研修》第２ステップ

第３ステップ
鳥取県経済成長戦略関連事業
経営等に携わる中堅リーダー（係長
人材育成計画の作成
第１ステップ
26-7662 fax 0857-21-0609

に経営診断等により人材育成計画を作成

した人材育成計画書の写しを添付してください。

は不要。）

力（マーケティング戦略、製品政策、価

で各週１～２日×４週開催）

）

などの専門的な研修に参加する経費の一

る場合も補助の対象となりますが、その場合、専

ことが必要です。）

費（外部講師を招いて社内で実施する研

業が負担する経費。（※ 外部講師を招いて
（予定者を含む。）が受講者の中に含まれること

研修や公共職業訓練の受講に係る経費。

業負担経費は１／４程度になります。

の参加（受講料無料）

成してください。なお、平成２１年度に作

きます。

等による人材育成計画作成

画作成

協会等による人材育成計画作成
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